
令和4年度診療報酬改定
―看護における処遇改善に係る部分―

令和4年8月10日



出典：中央社会保険医療協議会 総会（第527回）令和4年8月10日 答申を一部改変
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看護職員処遇改善評価料の新設について

令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機
関に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3％程度（月額12,000円相当）引き
上げるための処遇改善の仕組みとして、「看護職員処遇改善評価料」が新設されま
した。

令和4年10月より以下の対象医療機関において算定が可能となります。

対象医療機関：次のいずれかに該当すること。

イ救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数
が年間で200件以上であること。

ロ「救急医療対策事業実施要綱」（昭和 52 年７月６日医発第 692号）に定める第
３「救命救急センター」、第４「高度救命救急センター」又は第５「小児救命救急
センター」を設置している保険医療機関であること。

※算定にあたっては、今後厚生労働省から発出される事務連絡等をご確認ください。
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回）令和4年7月27日総1-3
中央社会保険医療協議会 総会（第527回）令和4年8月10日 答申より作成
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要件 項目
(新)
看護職員処遇改善評価料

(参考)看護職員等処
遇改善事業補助金に
おける対応

医療機関の適格性

・救急医療管理加算の届出 届け出ていること 令和4年2月1日時点
で届け出ていること

・救急搬送件数200台/年以上 前々年度1年間の実績
※看護職員処遇改善評価料を算定して
いる保険医療機関が上記基準を満たさ
なくなった場合、前年度、連続する6
か月間の救急搬送件数が100件以上で
ある場合は算定可

令和2年度1年間

・三次救急を担う医療機関（救命
救急センター）である

該当すること 令和4年2月1日時点
で該当している

点数の設定に当たっ
ての基礎的数値

・看護職員数（常勤換算数） 「看護職員等の数」は直近3か
月の各月１日時点における看護
職員数の平均の数値を用いる

令和4年２・３月は
実績、4～9月は推計
値※
※賃金改善実施期間
終了後に積算

延べ入院患者数 直近3か月の１月あたりの延べ
入院患者数の平均の数値を用い
る

―

■前回届け出た時点と比較して、直近3か月の「看護職員等の数」、
「延べ入院患者数」及び【Ａ】※のいずれの変化も1割以内である場
合においては、区分の変更を行わないものとすること。

看護職員処遇改善評価料の具体的な要件について

※

© 2022 Japanese Nursing Association 



当該医療機関の配属先に関わらず、
すべての保健師、助産師、看護師、
准看護師をカウントする（看護管
理者や看護部、外来・手術部門等
を含む）
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看護職員処遇改善評価料の点数について

看護職員処遇改善評価料の保険医療機関ごとの点数については、当該保険医
療機関における看護職員等の数（保健師、助産師、看護師及び准看護師の常
勤換算の数をいう。以下同じ。）及び延べ入院患者数（入院基本料、特定入
院料又は短期滞在手術等基本料を算定している患者の延べ人数をいう。以下
同じ。）を用いて次の式により算出した数【Ａ】に基づき、別表２に従い該
当する区分を届け出ること。

【A】＝

看護職員等の賃上げ必要額

（当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165）

保健師、助産師、
看護師、准看護
師の常勤換算数
（雇用形態は問
わない）

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円
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出典：中央社会保険医療協議会総会（第527回）令和4年8月10日 答申に一部追加
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（参考）議論の経緯
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諮問書
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日
赤枠加筆

令和４年度診療報酬改定の基本方針
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診療報酬における看護職の処遇改善 検討事項

１．算定対象・方法 ：・入院患者 or  外来患者 or  両方

・入院基本料、外来初・再診料、加算

・新たな報酬の新設

２．点数設定 :  ・令和2年度データによるシュミレーション

・令和4年度特別調査によるシュミレーション

３．賃上げルール（要件） ： 看護職員等処遇改善事業補助金と同様

４．医療機関の適格性の判定 ：

各年度の適格性（救急医療管理加算の届出、救急搬送件数年200台以上、

三次救急医療機関）判定に用いる実績対象期間をいつにするか

５．点数設定に当たっての頻度と実績期間 ：

点数設定の頻度と算出に用いる実績期間、及び届け出変更の基準

６．「賃金改善計画書」の様式

７．「賃金改善実績報告書」の様式
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第523回） 令和4年6月15日 赤枠加筆
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第523回） 令和4年6月15日 赤枠加筆※赤枠は決定事項
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日
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出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日 赤枠加筆



出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日 赤枠加筆

15※赤枠は決定事項
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（参考）

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日

© 2022 Japanese Nursing Association 



17

（参考）

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第525回） 令和4年7月27日
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